
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を鎌ケ谷市が 

サポート！ 

対象経費の２分の１以内（上限 70 万円） 

 

店舗改装費等の総額 

 

商店街の空き店舗を活用し、集客が見込める
店舗を開業する場合、市が店舗改装費等の 
一部を補助します。 
 

電 話：047-445-1240 メール：syoukou@city.kamagaya.chiba.jp 

鎌ケ谷市役所 商工観光課 
市HP(https://www.city.kamagaya.chiba.jp/smph/jigyosha/syoukoushinkou/akitenpohojyo.html 又は二次元バーコード)

に掲載している募集要項で対象要件等を確認し、事前に連絡の上、商工観光課窓口へ 

必要書類をお持ち下さい。 

お申込み 

お問合せ 

申請期間 

令和７年 5 月 1 日（木）から 

令和８年１月１５日（木）まで 
●補助金枠が無くなり次第終了！ 

●募集状況は市 HP（右下の二次元

バーコード）からご確認ください。 

実績報告書の 

提出は、２月

末日までにお

願いします。 

［主な要件等］ 

● 交付決定日から 2 年以上継続して営業すること 

● 鎌ケ谷市商工会及び指定商店会に入会し、交付 

決定日から原則 5 年以上在会すること 

● 発注等の際は、市内事業者を選定するよう努める

こと 

● 過去に店舗として営業していた実績があり、３月

以上営業が行われていないこと 

● 地上１階又は２階に所在する店舗であること 

● 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）

第 2 条第 2 項に規定する大規模小売店舗に該当 

しない店舗であること 

  

令和 7年度 

http://#


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブレイブ（シニア専門 

パーソナルトレーニング） 

東鎌ケ谷 3-23-53 

 

 

補助金申請の流れ 

市へ補助金申請の事前協議 
※改装済みの店舗は、補助の対象となりません。 

補助金の振込 

市へ交付申請書を提出 

決定者へ確定通知 

申請者へ交付決定 

市へ実績報告書を提出（工事完了及び店舗開店）

 

市へ請求書を提出 

≪注意事項≫ 店舗改装工事や備品購入前に、必ず補助金の交付申請を行ってください。 

事前に、千葉県産業振興

センターでアドバイスを

いただきます。 

［対象経費］ 

● 内装・外装工事            ● 給排水衛生設備工事 

● 空調設備工事             ● サイン工事 

● 電気照明工事             ● 備品購入費 等 

 

chevre 
（飲食店） 

南初富 4-15-39 

 

シトラス 

（福祉ネイル/介護タクシー/

訪問介護） 

南初富 4-15-39 


